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国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
と
き
に
は
…

「
免
除
」
や
「
納
付
猶
予
」
が
申
請
で
き
ま
す

◆
利
用
の
際
は
申
請
を

　
令
和
6
年
度
分
（
令
和
６
年
７

月
～
令
和
７
年
６
月
）
の
保
険
料

に
関
す
る
免
除
や
納
付
猶
予
の
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
原
則
、

申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
。

※
た
だ
し
、
昨
年
度
に
全
額
免
除
ま

た
は
納
付
猶
予
の
承
認
（
特
例
申
請

に
よ
る
承
認
を
除
く
）
を
受
け
た
方

が
、
あ
ら
か
じ
め
継
続
申
請
を
希
望

し
て
い
る
場
合
、
今
年
度
の
申
請
は

不
要
で
す
。
送
付
さ
れ
る
審
査
結
果

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
免
除
制
度

要
件

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

※
免
除
さ
れ
る
額
は
、
13
ペ
ー
ジ

表
１
の
と
お
り
で
す
。

納
付
猶
予
制
度

要
件

　
20
歳
以
上
50
歳
未
満
の
方

で
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合

※
保
険
料
免
除
制
度
、
納
付
猶
予
制

度
と
も
申
請
時
か
ら
２
年
１
か
月
前

ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
保
険

料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

13
ペ
ー
ジ
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

失
業
等
に
よ
る
特
例
申
請

　
失
業
等
を
理
由
と
し
た
保
険
料

の
免
除
申
請
（
＝
特
例
申
請
）
で
す
。

　
失
業
し
た
方
の
所
得
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
あ
た
っ
て
所
得
額
の

審
査
対
象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

※
申
請
が
可
能
な
期
間
は
、
失
業

日
（
＝
退
職
日
の
翌
日
）
を
起
算

日
と
し
て
、
そ
の
前
月
か
ら
翌
々

年
の
６
月
ま
で
で
す
。

 

◆
申
請
に
つ
い
て

申
請
方
法

　
申
請
書
及
び
必
要
書
類

を
郵
送
ま
た
は
直
接
申
請
窓
口
へ

※
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構

及
び
申
請
窓
口
で
配
付
の
申
請
書

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

・・ 

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）

・・  

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
通
知
書

※
郵
送
申
請
で
は
、
写
し
を
送
付

し
て
く
だ
さ
い
。

※
失
業
等
に
よ
る
特
例
申
請
の
場

合
、
そ
の
ほ
か
に
も
必
要
な
書
類

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
窓
口

　
市
民
課
国
民
年
金

係
、
支
所
市
民
福
祉
課

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
電
子

申
請
が
可
能
に

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ

ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
い

つ
で
も
電
子
申
請
が
可
能
で
す
。

※
事
前
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
の

利
用
者
登
録

が
必
要
で
す
。

産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度

　
産
前
産
後
の
一
定
期
間
に
つ
い

て
、
届
出
を
す
る
こ
と
で
保
険
料

の
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

免
除
と
な
る
期
間

　
出
産
予
定
日

ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の

前
月
か
ら
４
か
月
間

※
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予

定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
３
か
月
前
か
ら
６
か
月
間

　
な
お
、
出
産
日
が
平
成
31
年
２

月
１
日
以
降
で
、
す
で
に
保
険
料

を
納
付
し
て
い
る
場
合
、
保
険
料

の
還
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市

及
び
日
本
年

金
機
構

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
、「
保

険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
失
業
等
を
理
由
と
し
た
保
険
料
免
除
の
特
例
申
請
と
い
っ

た
制
度
も
あ
り
ま
す
。

★
市
民
課
国
民
年
金
係
☎

★
市
民
課
国
民
年
金
係
☎
2525
‐
１
１
１
４

‐
１
１
１
４

　
支
所
市
民
福
祉
課
☎

　
支
所
市
民
福
祉
課
☎
7272
‐
１
３
３
３

‐
１
３
３
３

　
熊
谷
年
金
事
務
所
☎
０
４
８
‐
５
２
２
‐
５
０
１
２

　
熊
谷
年
金
事
務
所
☎
０
４
８
‐
５
２
２
‐
５
０
１
２

日本年金 
機構

市  

マイ ナ
ポータ ル

免除の区分 所得基準額

全額免除・ 納付猶予 （ 扶養親族等の数＋１ ） × 35 万円＋ 32 万円

４ 分の３ 免除 88 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

半額免除 128 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

４ 分の１ 免除 168 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

表１ 免除等の所得基準額（ 所得審査対象者全員の前年所得が下記の計算式で計算し た金額以下であるこ と ）

免除等の区分
老齢基礎年金

障害基礎年金・
遺族基礎年金

受給資格期間 年金額 保険料納付要件

全額免除

算入さ れる

８ 分の４ が反映

算入さ れる

４ 分の３ 免除 ８ 分の５ が反映

半額免除 ８ 分の６ が反映

４ 分の１ 免除 ８ 分の７ が反映

納付猶予 反映さ れない

産前産後免除 納付済期間と みなす

未納 算入さ れない 反映さ れない 算入さ れない

※「 扶養親族等控除額」「 社会保険料

控除額等」 は、 年末調整・ 確定申告

で申告さ れた金額です。 源泉徴収票・

確定申告書控等でご確認く ださ い。 地

方税法に定める障害者・ 寡婦・ ひと

り 親の場合は、 基準額が変わり ます。

表２ 免除等と 将来の年金受給と の関係
※一部免除の場合、 納付す

べき 保険料を 納めな いと 、

未納
4 4

と 同じ 扱い に な り ま

す。 ま た、 免除等を 受けた

期間は、 10 年以内であれば

後から 保険料を 納める こ と

（ ＝追納） がで き ま す。 追

納する と 、 将来受け取る 年

金額は減少し ません。

対象　 基準日（ 令和６ 年６ 月３ 日） において市内在

住で、 令和６ 年度住民税が非課税ま たは均等

割のみ課税さ れている世帯

※ただし 、 令和５ 年度に給付対象と なっ た世帯や、 住

民税が課税さ れている 方から 世帯全員が扶養を 受けて

いる世帯は対象外と なり ます。

支給額　 10 万円

◆お子さ んがいる世帯には追加給付を行います

対象　 上記のう ち、 平成 18 年４ 月２ 日から 令和６ 年

10 月 31 日までに生まれた（ 生まれる） お子さ

んがいる世帯

次に該当する 世帯については通知が発送さ れない場

合があり ます。 コ ールセンタ ーへご連絡く ださ い。

・ 本庄市で課税状況が把握できない世帯（ 令和６ 年１ 月２

日以降に転入し た方や住民税未申告の方がいる世帯など）

・ 世帯構成が変更となった世帯（ 離婚や死亡等）

・ 配偶者からの暴力（ Ｄ Ⅴ） 等の理由で避難し ている世帯

支給額　 ５ 万円（ こ ども １ 人につき ）

※詳し く は、 市 を ご覧く ださ い。

★市給付金コ ールセンタ ー☎ 25- １ １ ０ ７

市

対象と なる世帯には、 7 月中旬以降に本庄市から 通知を発送し ます。

新たに今
・ ・ ・ ・ ・

年度から

住民税非課税となる世帯・

住民税均等割のみ課税されている世帯  に対する給付金給付金のお知ら せのお知ら せ

　 物価高に対応するため、 令和６ 年分の所得税と 令和

６ 年度分の住民税から 合わせて１ 人４ 万円（ 扶養親族

１ 人につき４ 万円を加算） の減税を行っています。

　 その際、 減税し きれない額が発生し た方に対し ては、

差額を調整給付金とし て給付します。

※詳し く は、 市 及び国税庁 をご覧く ださ い。

〇所得税及び住民税の調整給付について

　 市給付金コ ールセンタ ー☎ 25- １ １ ０ ７

〇定額減税の制度について

住民税： 市課税課☎ 25- １ １ ２ ３

所得税： 給与支払者向け所得税定額減税コ ールセン

タ ー☎ 0 1 2 0 -7 4 1 -2 3 7

市

国税庁

対象と なる方には、 7 月中旬以降に本庄市から 通知を発送し ます。

物価高対応

令和６ 年分所得税・ 令和６ 年度分住民税定額減税に係る調整給付金の給付について


